
                       平 成 ２ ５ 年 ６ 月 １ ３ 日 

                                                      国土交通省中部地方整備局 

 

 

 

 

 

１．件  名   中部地方整備局事業評価監視委員会（平成２５年度第１回）を開催します。 

 

２．概  要    対象事業は、新丸山ダム建設事業（ダム検証） です。 

（別紙参照） 

 

３．日  時    平成２５年６月１８日（火）１０：００～ 

 

４．場  所    ＫＫＲホテル ３階 蘭の間 

〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸１丁目５−１ 

 

５．解  禁    指定なし 

 

６．そ の 他   報道関係者を対象に公開します。 

 

７．配 布 先   中部地方整備局記者クラブ、岐阜県政記者クラブ、三重県政記者クラブ、 

              美濃加茂市政記者クラブ、桑名市政記者クラブ 

 

８．問合せ先  【事業評価全般】 

地方事業評価管理官      村松 千明 

企画部企画課長補佐      堀池 昌生   ℡ 052(953)8127 

 

             【ダム事業】 

河川部河川計画課長      久保 宜之    ℡ 052(953)8148 

 

 

 

 

 

 

  

 

ビデオ、カメラ等の撮影は、冒頭の中部地方整備局長挨拶までとさせていただきます。 

なお、会議は概ね１時間程度を予定してますが、会議の都合により終了時間が変更となる場合があります。



別紙 新丸山ダム建設事業の検証に係る検討の経緯 

新丸山ダムの検証に係る検討

複数の治水・流水の正常な機能の維持対策案の立案

概略評価による治水・流水の正常な機能の維持対策案の抽出

検
証
対
象
ダ
ム
事
業
等
の
点
検

治水・流水の正常な機能の維持対策案の評価軸ごとの評価

目的別の総合評価

対応方針（案）の決定

本省への検討結果の報告

対応方針（原案）の作成

対応方針（素案）の作成

（H22.12.22）

（H23. 4.27）流域の概要・治水対策等の状況

第１回幹事会

第２回幹事会

（H23. 6.15）第３回幹事会

（H23.  8. 3）

第４回幹事会

検討の場（第１回）治水:19案の立案
流水:10案の立案

（H25.3.25）

検討の場（第２回）

検証対象ダムの総合的な評価

治水:22案の立案
流水:12案の立案

（H24.10.30）

検証要領細目を参考に幅広い方
策を組み合わせて検討を行い、
対策案を検討

治水:6案の抽出
流水:4案の抽出

パブリックコメントによる具体的な
提案等を踏まえ、対策案を検討

○不特定対策案を利水(発電）参画者に
提示、意見聴取

【H24.11.2 利水参画者あて照会】

立案した対策案の概略評価を行
い、対策案を抽出

治水は7の評価軸、流水は6つの
評価軸による評価

最も有利な案は「新丸山ダム案」

（河川法第16条の2（河川整備計画）等に準じて行う。）

※1 対策案の数には、ダム案を含む。
※2 「流水」とは流水の正常な機能の維持を指す。

第５回幹事会

○利水参画者に対し、ダム事業参画継続
の意思の確認

【H22.12.10 利水参画者あて依頼】
【H22.12.17 利水参画者から回答】

※利水参画者：関西電力(株)

パブリックコメント

（H23. 8. 6～H23. 9. 4）

学識経験者からの意見聴取
関係住民からの意見聴取

関係河川使用者等への意見聴取

関係地方公共団体の長、関係利水者から
の意見聴取

事業評価監視委員会

（H25.4.19)

新丸山ダムの検証に係る検討

複数の治水・流水の正常な機能の維持対策案の立案

概略評価による治水・流水の正常な機能の維持対策案の抽出

検
証
対
象
ダ
ム
事
業
等
の
点
検

治水・流水の正常な機能の維持対策案の評価軸ごとの評価

目的別の総合評価

対応方針（案）の決定

本省への検討結果の報告

対応方針（原案）の作成

対応方針（素案）の作成

（H22.12.22）

（H23. 4.27）流域の概要・治水対策等の状況

第１回幹事会

第２回幹事会

（H23. 6.15）第３回幹事会

（H23.  8. 3）

第４回幹事会

検討の場（第１回）治水:19案の立案
流水:10案の立案

（H25.3.25）

検討の場（第２回）

検証対象ダムの総合的な評価

治水:22案の立案
流水:12案の立案

（H24.10.30）

検証要領細目を参考に幅広い方
策を組み合わせて検討を行い、
対策案を検討

治水:6案の抽出
流水:4案の抽出

パブリックコメントによる具体的な
提案等を踏まえ、対策案を検討

○不特定対策案を利水(発電）参画者に
提示、意見聴取

【H24.11.2 利水参画者あて照会】

立案した対策案の概略評価を行
い、対策案を抽出

治水は7の評価軸、流水は6つの
評価軸による評価

最も有利な案は「新丸山ダム案」

（河川法第16条の2（河川整備計画）等に準じて行う。）

※1 対策案の数には、ダム案を含む。
※2 「流水」とは流水の正常な機能の維持を指す。

第５回幹事会

○利水参画者に対し、ダム事業参画継続
の意思の確認

【H22.12.10 利水参画者あて依頼】
【H22.12.17 利水参画者から回答】

※利水参画者：関西電力(株)

パブリックコメント

（H23. 8. 6～H23. 9. 4）

学識経験者からの意見聴取
関係住民からの意見聴取

関係河川使用者等への意見聴取

関係地方公共団体の長、関係利水者から
の意見聴取

事業評価監視委員会

（H25.4.19)

（H25.5.7） 

（H25.5.10） 

（H25.6.12までに回答受理） 

（H25.6.18） 


